
※　1㎡に満たない端数があるときは１㎡とみなす。

※　臨時売店の設置は、施設建物の他、施設敷地内に設置する場合を含む。

※　１１月中旬から　翌年４月中旬までは冬季閉鎖となります。

　　　(天候などにより前後する場合がございます。）

※　1㎡に満たない端数があるときは１㎡とみなす。

※　臨時売店の設置は、施設建物の他、施設敷地内に設置する場合を含む。

※　ナイター利用については５月初旬より１０月末までとなります。

※　１１月中旬から　翌年４月中旬までは冬季閉鎖となります。

　　　(天候などにより前後する場合がございます。）

五 所 川 原 市 営 球 場 施 設 利 用 料 一覧

区　　分 利用料

非営利  　　900円/時

営利  54,000円/時

臨時売店　1㎡ 自動販売機を除く臨時売店  　　600円/時

電気利用料1Kｗ(施設備品を使用する場合を除く） 　　　50円/時

その他付属設備 市長が別に定める額

五 所 川 原 市 営 庭 球 場 施 設 利 用 料 一覧

区　　分 利用料

9：00～18：00  　　310円/時・面

18：00～21：00  　　620円/時・面

営利  　5,000円/時・面

臨時売店　1㎡ 自動販売機を除く臨時売店  600円/時

電気利用料1Kｗ(施設備品を使用する場合を除く） 　50円/時

その他付属設備 市長が別に定める額

野球場

付属設備

庭球場1面

非営利

付属設備


